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１．概要 

本資料は、再処理施設、ＭＯＸ燃料加工施設に関する「共通 06：本文（基本設計

方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」に示

す設工認申請対象設備の選定の基本的な考え方に基づき実施する選定作業について補

足説明するものである。 

 

２．設工認申請対象設備の選定 

（１）設工認申請対象設備の選定に係る基本方針 

設工認申請対象設備の選定は、設工認申請書において再処理施設の技術基準に

関する規則、加工施設の技術基準に関する規則（以下、「技術基準規則」とい

う）への適合性、許可整合の観点で申請すべき設備を抜けなく選定することを目

的として実施する。 

そのため、設工認申請書で申請すべき設備の抽出は、以下のプロセスにより行

う。（図―１ 参照） 

ⅰ.再処理規則、加工規則、技術基準規則及び事業許可基準規則等で要求される

施設、系統、機器等として、事業指定（許可）申請書、既認可で示される設

備、機器等を対象として重要度に応じた分類（設備の抽出） 

ⅱ.設工認申請書の基本設計方針における要求事項と設備との紐づけ 

ⅲ.系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出 

ⅳ.機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 設工認申請書で申請すべき設備の抽出プロセス 

 

再処理規則、加工規則、技術基準規則および事業許可規則
で要求されている施設、系統、機器等
・ADRB（本文、添六、系統図）
・既認可（本文、添付書類）
・設計図書（機器リスト、EFD、単線結線図）

重要度分類、機能・性能要求を踏まえたグレー
ド分類（設備選定フロー）
（①、②-ａ、②-ｂ）

ＥＦＤに色塗りにより機能、性
能を達成するうえで必要な構成
機器等を抽出

設工認申請対象設備リスト
（①、②－a ）

仕様表

基本設計方針を担保する上で必要な設備の洗
い出し（別紙２）

基本設計方針を踏まえた要求種別の設定

機能要求②のうち、系統で機能、性
能を達成する設備

機能要求②のうち、単体設備で機
能、性能を達成する設備基本設計方針の要求事項（別

紙２）と構成機器等の抽出結果
の紐づけによる検証

申請対象設備リスト反映（リス
ト上の設備の細分化）

基本方針から展開された設置要求等の設備リスト

設工認申請対象設備（①個別機
器、②－a、施設共通の基本設計
方針の②-ｂ）との比較による検証
（抜け、漏れ確認）（配管の仕様表の設備区分，From-to）

【ⅰ.設備の抽出】

【 ⅱ.設工認の基本設計方針における要求事項と設備との紐づけ】

【 ⅲ.構成する機器等の抽出】

【 ⅳ.機器単体で技術基準への適合や基本設
計を達成する設備の検証】

設置要求、機能要求①の設
備
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（２）設工認申請対象設備の選定に係る手順 

ⅰ.設備、機器等の重要度に応じた分類（設備の抽出） 

(a) 再処理規則、加工規則、技術基準規則および事業許可規則で要求されている施

設、系統、機器等をもとに、要求される安全機能の重要度に応じて、設工認申

請書における記載グレード(以下の a.～c.のとおり)を分類する。当該分類

は、設備選定フロー（図―２ 参照）を用いて行う。 

a.仕様表対象設備（①） 

技術基準規則等の要求事項を達成するため、その機能、性能に係る仕様項目

（温度、圧力、容量等）を示すことにより適合性を説明する設備 

b.基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a） 

技術基準規則等の要求事項を達成するため、仕様項目を示す必要はないが事

業変更許可申請書及び技術基準規則において設置（系統構成含む）すること

を明示している設備（仕様表対象以外） 

例）照明設備、通信連絡設備、火災防護設備（火災感知器、消火器等）、ホ

イールローダ等 

c.a,b以外の設備（②-b）：施設共通の基本設計方針として示す設備等 

例）保守用の機器、ケーブル、安全避難通路、不法侵入の防止に係る機器等 

(b) 上記の分類結果を踏まえ、仕様表対象設備（①）、基本設計方針に個別名称を

記載する設備（②-a）を設工認申請対象設備として設備リストを作成する。②

-bのうち、安全避難通路、不法侵入の防止に係る機器等の施設共通の基本設

計方針として示す設備については、施設共通の基本設計方針設備として設備リ

ストに反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 設備選定フロー  

Yes

再処理規則、加工規則、技術基準規
則及び事業許可規則で要求されてい

る施設、系統、機器等

【STEP2】

耐震Ｓクラス、安全上重要な施設、
重大事故等対処施設か

事業許可申請書及び技術基準
規則整合性の観点で機能、性
能を設備、機器の設置又は系
統構成によって示す必要があ

るか

No

Yes

【STEP1】

No

非安重の設備であって再処理・加工・廃
棄物管理の機能、性能を達成するため
に設備、機器の仕様（値、材質等）を特

定する必要があるか

Yes

No

No

Yes

再処理・加工・廃棄物管理の機能、性能
を達成するために設備、機器の仕様（値、
材質等）を特定する必要があるか

【STEP3】

Yes

No

【STEP5】

個別機器を基本設計方針で特定する
必要がある設備、機器か

【STEP4】

【STEP2,3の考え方】
〇要求される機能を達成するために必要な設備、機器で仕様（値、寸法、材料等）を示す必要のあるものを抽出
・事業変更許可申請書で安全設計の観点で容量、除去効率等の仕様が示されているもの（建物、容器、ポンプ、フィルタ、排風機等）
・事業変更許可申請書で外部衝撃、溢水等に対する防護設備として設定されているもの（飛来物防護ネット、飛来物防護板)
・系統として安全設計を要求する施設等において、耐震、閉じ込め、臨界、遮蔽等の安全設計上の要求のある配管、主要弁、安全弁、
フィルタ、熱交換器、圧縮機、搬送設備、粉末容器等（仕様表記載項目を設定すべき機器等）⇒設計図面等の色塗りにより主流路
や主要弁等の範囲、対象を抽出
・技術基準規則の要求を達成するために機能、性能を必要とするもの（放射線管理施設の出入管理設備、通信連絡設備等の設置要
求だけのものは除く）
※事業変更許可申請書及び技術基準規則における機能・性能に係る要求事項に対し、発電炉において類似する設備がある場合は発
電炉の別表第二及び工認を参考として仕様表対象を決定

仕様表対象設備（①） 基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a） 左記以外の設備（②-b）

設工認申請対象設備リスト 施設共通の基本設計方針として示す設備（一部）
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ⅱ.基本設計方針と設備、機器の紐づけ 

設工認申請対象設備は、技術基準規則への適合のために必要なものであり、安全

機能との関係を踏まえて選定する必要がある。 

そのため、基本設計方針の記載内容ごとに要求種別と対応する設備を抽出するこ

とで、事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備（許可整合）及

び技術基準規則の要求事項を満足するための設備（技術基準適合）を選定する。 

基本設計方針との紐づけにより選定された設備のうち、要求種別が設置要求、機

能要求①の設備及び機能要求②（機器単体で機能、性能を達成する設備を対象）

に関係する設備については、対象設備をリストとして纏める。なお，機能要求②

となる機器については，対象が明確となるよう機器リスト等の設計図書を用い

て，対象を確認する。 

基本設計方針との紐づけにより選定された設備のうち、要求種別が機能要求②

で、系統として機能、性能を達成する設備については、機能、性能を達成するた

めに必要な機器等を明確にする必要があるため、「③系統として機能、性能を達成

する設備を構成する機器等の抽出」において、設計図書に対する色塗りを行う。 

基本設計方針の項目ごとの要求種別と関係する設備との関係を示すことにより、

事業変更許可申請書で担保した事項を実現するための設備（許可整合）及び技術

基準規則の要求事項を満足するための設備（技術基準適合）を網羅的に選定す

る。 

要求種別 分類の考え方 
設備、機器等の重要度に応

じた分類との関係 

設置要求 

 事業変更許可申請書、技術基準規則において、設備、機器を設置することを

約束し、その設置する設備、機器に性能、機能を要求しないもの。（元々設

置する機器が、所要機能を達成するためのものとして汎用的に設計され、設

置することで適合説明するもの） 

例：出入管理設備、通信連絡設備等 

 検査では、設備、機器が設置（据付、外観、状態確認検査等）されているこ

とを確認する。 

b.基本設計方針に個別名称

を記載する設備（②-a） 

※施設共通の基本設計方針

として示す②-bを含む 

機能要求① 

 設置する設備、機器に一定の機能を要求するもので、機能を達成することを

系統構成及び設備構成によって説明するもの。 

 検査では、機能を達成するための系統構成（据付、外観、状態確認検査等）

を確認する。 

機能要求② 

 設置する設備，機器に技術基準規則の要求事項を満足するために必要な具体

的な仕様（数値）によって適合説明するもの。 

例：個々の設備、機器が所要の機能、性能を発揮するうえで当該数値を満足

するよう詳細設計～設計の妥当性確認まで実施するもの 

 検査では、具体的な数値に関する検査（材料、寸法、耐圧、機能確認検査

等）により必要な仕様が確保されていることを確認する。 

a.仕様表対象設備（①） 

 

ⅲ.系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出 

施設を構成する設備等には、機器単体で技術基準規則への適合を達成するもの

と系統として技術基準規則への適合を達成するものがあり、特に系統として機

能、性能を達成するものに対しては、当該系統の中で機能、性能に関係する対象

範囲や対象機器を抽出することが必要である。 
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上記の系統として機能、性能を達成するものに対して、機能、性能に関係する

対象範囲や対象機器を抽出する方法として、設備構成情報等を示す設計図書に対

する色塗りを行う。 

設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）として、エンジニアリングフロー

ダイアグラム、計装ループブロック図、構造図、系統図等を対象とする。 

設備構成情報等を示す設計図書に対する色塗りを行う対象は、「②基本設計方

針と設備、機器の紐づけ」において、基本設計方針の要求種別を機能要求②とし

たものに関係する設備で、系統で機能、性能を達成するものとする。 

設備構成情報等を示す設計図書の色塗りにより抽出された機器等が基本設計方

針の要求事項を達成するために必要十分であることを抽出された機器等と別紙２

の機能要求②に該当する基本設計方針との比較により確認する。 

また、設計図書に対する色塗りによって抽出された機器等を「設備の抽出」で

作成した設工認申請対象設備リストに反映する。 （リスト上の設備の細分化） 

系統として機能、性能を達成するものに対する設計図書に対する色塗りを行う

際に、要求される機能、性能を踏まえて主流路を明確にする。 

なお、主配管（主流路における配管、ダクト）以外のテストライン、バイパス

ライン、ベント・ドレンライン等については、機能、性能を達成するために補助

的に設けられた設備であり、当該系統に要求される機能、性能を達成するための

維持管理等に必要な設備となることから、施工後に実施する検査や設備の供用開

始以降の施設管理を確実に実施するために必要なものである。このため、当該設

備の明確化が必要な段階までに、その使用目的と併せて設計図面等を用いて明確

化を行う。ただし、系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽

出の作業においては、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等

の主流路としない配管等が機能、性能を達成するうえでの主流路の対象とならな

い根拠を明確にすることが必要と考える。そのため、代表設備の色塗り等の結果

を示す資料において、主流路の対象とならない根拠を注記等で記載する。（図―

３ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 主流路の対象とならない説明の例 
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ⅳ機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証 

(a)「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」において、基本設計方針の要求種別

を設置要求、機能要求①の設備及び機能要求②（機器単体で機能、性能を達成

する設備を対象）に関係する設備を抽出し、「ⅰ．設備、機器等の重要度に応じ

た分類」で仕様表対象設備（①）のうち機器単体で技術基準規則への適合を達

成するとした設備、基本設計方針に個別名称を記載する設備（②-a）としたも

のと比較し、検証を行う。 

(b) 機能要求②となる機器単体で機能、性能を達成する機器について，対象が明

確となるよう設計情報（設備構成情報等を示す設計図書）として，機器リス

ト等の設計図書を用いて，設工認申請対象設備リストと紐づける。 

 

３．系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出手順 

「ⅲ系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出」は、以下

の手順で行う。 

a. 抽出の対象 

（a） 基本設計方針で整理した主要な設備と要求種別（機能要求②）のうち、

「系統として機能、性能を達成するもの（例：プール水冷却／換気／圧

縮空気等）」を対象とする。 

 

b. 色塗りによる設備の抽出 

（a） 系統として機能、性能を達成するものは、要求される機能、性能を達成

するために必要となる主要機器、配管等を主流路として設定し、系統図

（設計図書等）に主流路上の機器、配管等の色塗り等を行う。 

（b） 系統として機能、性能を達成するものを抽出する際は、要求される機能、

性能を達成するために必要な関連設備（電気設備、計装設備等）も合わ

せて抽出作業を行う。 

（c） 主配管、ダクトは、用途（機能）、使用範囲等を明確にするため、安全機

能を有する施設のみの境界、重大事故等対処設備のみの境界、兼用設備

の境界等がわかるように色塗り等を行う。 

（d） なお、テストライン、バイパスライン、ベント・ドレンライン等は主流路

の対象としない。 

（e） 色塗り等を行ったエビデンス設計図書等（色塗り系統図等）を取り纏め、

設備ごとの事業変更許可及び技術基準規則との関係、既設工認可からの

変更等を整理表等で整理し、選定ガイドに沿って抜け漏れなく抽出でき

ていることを確認する。 
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c. 抽出結果の設備リストへの反映 

（a） 抽出した対象設備はリスト化する。 

（b） 抽出した機器等をリストに反映する際には配管やダクト、設備一式を設

置するもの、インターロック等は以下に示すとおり記載する。 

イ) 配管及びダクトは説明対象となる技術基準規則適合性の項目が同じも

のは from-toで分解せず、「主配管 一式」として記載する。 

ロ) 設備一式を設置することで適合性を示すものも「〇〇設備 一式」とし

て記載する。 

ハ) 計装設備のインターロックは、作動させる検出端となる計器と機器の停

止等の動作に係るインターロック（停止回路等）の各々について仕様表

を作成するため、計器とインターロックはリスト上分けて記載し、イン

ターロック側で検出端となる計器との紐づけが分かるように記載する。 

（例：温度高により加熱蒸気を停止するインターロック（〇〇蒸発缶温

度）） 

（c） なお、設計進捗等によりリストの変更が必要になった場合は、リストの

見直しを実施する。 

 

４．申請対象設備抽出結果の纏め 

「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」、「ⅲ．系統として機能、性能を達

成する設備を構成する機器等の抽出」、「ⅳ．機器単体で技術基準規則への適合や

基本設計を達成する設備の検証」の結果を本補足説明資料の別紙として示す。 

資料の構成は、以下の通りとする。（図―４ 参照）また、各資料の関係、作業の

流れ等を添付－１に示す。 

・各条における申請対象設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐づけ」、「ⅳ．

機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の検証」） 

・系統として機能、性能を達成する設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐

づけ」、「ⅲ．系統として機能、性能を達成する設備を構成する機器等の抽出」） 

・機器単体で機能，性能を達成する設備（「ⅱ．基本設計方針と設備、機器の紐

づけ」、「ⅳ．機器単体で技術基準規則への適合や基本設計を達成する設備の

検証」） 

・後次回にて詳細化する設備（設計進捗を踏まえて詳細化するため第１回申請時

点では事業変更許可申請書及び事業変更許可申請書段階で作成した整理資料

の記載をもとに設備名称等を設定） 
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図―４ 申請対象設備抽出結果の纏めの資料イメージ 

以  上
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添付‐１ 設工認申請対象設備の選定に係る資料の構成等 
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再処理規則、加工規則、技術基準規則および事業許可規則
で要求されている施設、系統、機器等
・ADRB（本文、添六、系統図）
・既認可（本文、添付書類）
・設計図書（機器リスト、EFD、単線結線図）

重要度分類、機能・性能要求を踏まえたグレー
ド分類（設備選定フロー）
（①、②-ａ、②-ｂ）

ＥＦＤに色塗りにより機能、性
能を達成するうえで必要な構成
機器等を抽出

設工認申請対象設備リスト
（①、②－a ）

仕様表

基本設計方針を担保する上で必要な設備の洗
い出し（別紙２）

基本設計方針を踏まえた要求種別の設定

機能要求②のうち、系統で機能、性
能を達成する設備

機能要求②のうち、単体設備で機
能、性能を達成する設備基本設計方針の要求事項（別

紙２）と構成機器等の抽出結果
の紐づけによる検証

申請対象設備リスト反映（リス
ト上の設備の細分化）

基本方針から展開された設置要求等の設備リスト

設工認申請対象設備（①個別機
器、②－a、施設共通の基本設計
方針の②-ｂ）との比較による検証
（抜け、漏れ確認）（配管の仕様表の設備区分，From-to）

【ⅰ.設備の抽出】

【 ⅱ.設工認の基本設計方針における要求事項と設備との紐づけ】

【 ⅲ.構成する機器等の抽出】

【 ⅳ.機器単体で技術基準への適合や基本設
計を達成する設備の検証】

設置要求、機能要求①の設
備

施設共通の基本設計方針と
して示す設備等（②-ｂ）

A

B

C A

※D：B，Cのうち，設計中であり，後次回にて詳細化する設備は，
事業変更許可申請書にて抜け漏れがないか確認する。

A

B
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A「各条における申請対象設備」における申請対象設備リストと別紙２との紐付け
別紙２で整理した基本設計方針に該当する設備と紐付け，当該条文の技術基準適合性及び許可整合性の観点で必要な申請対象設備を整理

する。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）（共通09別紙2-1-7 P8）

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

20
5.1.2 液体廃棄物の廃棄設備
液体廃棄物の廃棄設備は，低レベル廃液処理設備，廃油保管室の廃油保管エリア及び海洋放出管理系で構成する。 機能要求①

低レベル廃液処理設備
廃油保管室の廃油保管エリア
海洋放出管理系

設計方針（系統構成）

21
液体廃棄物の廃棄設備のうち，低レベル廃液処理設備は，分析設備から発生する廃液，放出管理分析設備から発生する廃液，管理区域内で発生す
る空調機器ドレン水等を受け入れ，必要に応じてろ過等の処理を行い放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区域外の水中の濃度限度
以下であることを確認した後，排水口から排出する設計とする。

機能要求① 低レベル廃液処理設備 設計方針（系統構成）

22 低レベル廃液処理設備で処理した排水は，海洋放出管理系を経て海洋放出口から放出する設計とする。 機能要求① 海洋放出管理系 設計方針（系統構成）
23 なお，液体廃棄物の廃棄設備は，排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがない設計とする。 機能要求① 液体廃棄物の廃棄設備 設計方針（系統構成）

24

5.1.2.1   低レベル廃液処理設備
低レベル廃液処理設備は，検査槽，オープンポートボックス，ろ過処理装置，吸着処理装置及び廃液貯槽で構成する。
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃液並び
に管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放出される放射
性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視区
域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口から排出する設計とする。

機能要求①
機能要求②

低レベル廃液処理設備
設計方針（系統構成）
設計方針（設備構成）
設計方針（処理能力）

別紙２（別紙2-1-7 P18）

別紙2の基本設計方針の番号と紐付け。
「〇条-1」等で紐づける

機能要求②が要求される基本設計方針は，
番号を赤字にする。
機能要求②が要求される基本設計方針は，
番号を赤字にする。
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【主配管等の名称整理】

紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称（許可） 機器名称 機種 設置場所 数量
申請
回

変更区
分

ＤＢ区
分

ＳＡ区
分

兼用
（主
従）

共用
（主
従）

備考

1
放射性廃
棄物の廃
棄施設

―
液体廃棄
物の廃棄
設備

低レベル
廃液処理
設備

― ― 低レベル廃液処理設備

イオン系廃液検査槽A,B
～
イオン系廃液検査槽ポンプA,B
～
廃液貯槽A,B,C,吸着処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

2
放射性廃
棄物の廃
棄施設

―
液体廃棄
物の廃棄
設備

低レベル
廃液処理
設備

― ― 低レベル廃液処理設備

固体系廃液検査槽A,B
～
固体系廃液検査槽ポンプA,B
～
廃液貯槽A,B,C,ろ過処理前槽

主配管 燃料加工建屋 1式 2 新設 非安重 ― ― ― ―

B「系統として機能，性能を達成する設備」における申請対象設備と抽出結果及び別紙2との紐付け
(ⅰ) 設計図書（系統図等）で色塗りして抽出した機器，配管等を抽出リストにまとめ，設計図書と抽出リストを紐づける。

施設区分 設備区分 機器名称（許可）

【対象機器】

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

吸着処理装置

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

ろ過処理装置

放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ― 廃液貯槽

【主たる機
能】

液体廃棄物の廃棄機能

【機器等の抽出】

紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称（許可） 機器名称 機種 機器番号 設置場所 数量 申請回
変更区
分

ＤＢ区
分

ＳＡ区
分

兼用
（主
従）

共用
（主従）

備考

1
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽

容器

PA0172-V-11
PA0172-V-12

燃料加工建
屋

2 2 新設 非安重 ― ― ―

イオン系廃液検査槽A
イオン系廃液検査槽B

2
放射性廃棄
物の廃棄施
設

―
液体廃棄物
の廃棄設備

低レベル廃
液処理設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプ

機械装置

PA0172-P-1111
PA0172-P-1112 燃料加工建

屋
2 2 新設 非安重 ― ― ―

イオン系廃液検査槽
ポンプA
イオン系廃液検査槽
ポンプB

対象となる許可の名称，機能等を記載

抽出リスト（機器）（別紙2-2-1 P23）

系統図の色塗りにより，抽出された機器
の情報を記載

色塗りにより抽出した機器，主配管に対して，設計図書上に番号をつける。

機器との紐付け番号：四角番号（ １ ， ２ ， ３ ・・・・・）

配管との紐付け番号： 丸番号（ ① ， ② ， ③ ・・・・・）

主配管の場合は，仕様表に記載する主配管名称を記載
例）○○槽 ～ △△ポンプ抽出リスト（配管）（別紙2-2-1 P24）

系統図（設計図書）
（別紙2-2-1 P25）
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B「系統として機能，性能を達成する設備」における申請対象設備と抽出結果及び別紙2との紐付け
(ⅱ) 抽出リストの結果を申請対象設備リストに反映し，申請対象設備リストと抽出リストを番号にて，紐づける。

【機器等の抽出】

紐付け番号 施設区分 設備区分 機器名称（許可） 機器名称 機種 機器番号 設置場所
数
量

申請
回

変更
区分

ＤＢ
区分

ＳＡ
区分

兼用
（主
従）

共用
（主従）

備考

1
放射性廃
棄物の廃
棄施設

―
液体廃棄
物の廃棄
設備

低レベル
廃液処理
設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽

容器

PA0172-V-11
PA0172-V-12 燃料加工

建屋
2 2 新設

非安
重

― ― ―

イオン系廃液検
査槽A
イオン系廃液検
査槽B

2
放射性廃
棄物の廃
棄施設

―
液体廃棄
物の廃棄
設備

低レベル
廃液処理
設備

― ―

検査槽 イオン系廃液検査槽ポ
ンプ

機械装置

PA0172-P-1111
PA0172-P-1112 燃料加工

建屋
2 2 新設

非安
重

― ― ―

イオン系廃液検
査槽ポンプA
イオン系廃液検
査槽ポンプB

抽出リスト（機器）（別紙2-2-1 P23）

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（系統として機能，性能を達成する設備）（別紙2-2-1 P18 ）

基本設計方針との紐付けは，①のやり方
と同様

別紙番号及びエビデンス紐付け番号を記載する。

エビデンス紐付け番号の付け方は以下の通り
機器：「系統＿設備名称＿機器＿紐付け番号」
配管：「系統＿設備名称＿配管＿紐付け番号」
計器：「計装＿設備名称＿機器＿紐付け番号」

抽出された機器を申請対象設備リストに反映する。
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  C「機器単体で機能、性能を達成する設備」における申請対象設備リストと設計図書等との紐付け
「各条における申請対象設備」にて，機器単体に対して機能要求②が要求されている機器について，機器リストを用いて対象を明確化する。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ―
ろ過処理オープンポー
トボックス

ろ過処理オープン
ポートボックス

核物質等取扱ボッ
クス

単体_低レベル廃液
処理設備_1

別紙2-3(5)

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ―
吸着処理オープンポー
トボックス

吸着処理オープン
ポートボックス

核物質等取扱ボッ
クス

単体_低レベル廃液
処理設備_2

別紙2-3(5)

申請対象設備リスト（機器単体で機能、性能を達成する設備）（別紙2-3 P17）

設計図書等紐付け結果（別紙2-3 P219）
（5）設計図書「MOX燃料工場 燃料加工建屋（PA）液体廃棄物(J)

液体廃棄設備(0172)機器リスト」(PM-0172-4111)

抽出された機器を申請対象設備リストに反映し，
別紙番号及びエビデンス紐付け番号を記載する。

エビデンス紐付け番号の付け方は以下の通り
機器：「単体＿設備名称＿機器＿紐付け番号」

抽出された機器を申請対象設備リストに反映する。
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【（２）放射性廃棄物の廃棄施設 対象設備】

施設区分 設備区分 色塗り抽出対象

資
料
番
号

放 射 性
廃 棄 物
の 廃 棄
施設

― 気体廃
棄物の
廃棄設
備

重大事
故等対
処施設

外部放出抑制設備
― ― 可搬型ダンパ出口風速

計 ①

代替グローブボッ
クス排気設備

― ― 可搬型排風機付フィル
タユニット

②
可搬型フィルタユニッ
ト

主ダクト（可搬）（可
搬型ダクト）

工程室放射線計測
設備

― ― アルファ・ベータ線用
サーベイメータ ③

液体廃
棄物の
廃棄設
備

海洋放
出管理
系

放出前貯槽 ― ― 第１放出前貯槽

④
― ― ― 第１海洋放出ポンプ

― ― ― 主配管（常設）（海洋
放出管）

D「後次回にて詳細化する設備」における申請対象設備リストと事業変更許可申請書との紐付け
「各条における申請対象設備」にて，機能要求②が要求されている機器のうち，設計中である設備について，事業変更許可申請書と紐付け，申

請対象設備に抜けがないか確認する。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 第１放出前貯槽 第１放出前貯槽 容器
今後実施
（設計中）

別紙2-4(2)④

第１海洋放出ポンプ
第１海洋放出ポン
プ

ポンプ
今後実施
（設計中）

別紙2-4(2)④

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 海洋放出管 海洋放出管 主配管
今後実施
（設計中）

別紙2-4(2)④

申請対象設備リスト（機器単体で機能、性能を達成する設備）（別紙2-4 P5）

後次回にて詳細化する設備の事業変更許可申請書との紐付け（別紙2-4 P17）

整理表と事業変更許可申請書の抜粋と紐づける」
（資料番号との紐付け）

別紙番号と紐付け

整理表

事業変更許可申請書抜粋（別紙2-4 P24）

16
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(a) 「各条における申請対象設備」と「系統として機能，性能を達成する設備」，「機器単体で機能、性能を達成する設備」及び「後次回
にて詳細化する設備」との紐付け

「各条における申請対象設備」の申請対象設備リストに各別紙の結果，紐付け番号を反映する。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ

20条-1
20条-2
20条-4
20条-5
20条-20
20条-21
20条-23
20条-24

系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（各条における申請対象設備）

各別紙で整理した申請対象設備リストの
情報を，「各条における申請対象設備」
へフィードバックする。

施設区分 設備区分 機器（許可） 機器 機種
基本設計方針
紐付け番号

エビデンス
紐付け番号

別紙番号

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽

容器 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_1

別紙2-2-1

放射性
廃棄物
の廃棄
施設

―

液体廃
棄物の
廃棄設
備

低レベ
ル廃液
処理設
備

― ― ― 検査槽
イオン系廃液検査
槽ポンプ

ポンプ 20条-24
系統_低レベル廃液
処理設備_機器_2

別紙2-2-1

申請対象設備リスト（系統として機能，性能を達成する設備）
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共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1-1 
各条における申請対象設備 

（第 4条：核燃料物質の臨界防止） 
― ―  

別紙 1-1-2 

各条における申請対象設備 

（第 5条：安全機能を有する施設の地盤） 

（第 32条：重大事故等対処施設の地盤） 

― ― 

 

別紙 1-1-3 

各条における申請対象設備 

（第 6条：地震による損傷の防止） 

（第 33条：地震による損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 1-1-4 

各条における申請対象設備 

（第 7条：津波による損傷の防止） 

（第 34条：津波による損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 1-1-5 

各条における申請対象設備 

（第 8条：外部からの衝撃による損傷の防

止） 

― ― 

 

別紙 1-1-6 

各条における申請対象設備 

（第 9条：再処理施設への人の不法な侵入等

の防止） 

― ― 

 

別紙 1-1-7 

各条における申請対象設備 

（第 10条：閉じ込めの機能） 

（第 26条：使用済燃料等による汚染の防止） 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1-8 

各条における申請対象設備 

（第 11条：火災等による損傷の防止） 

（第 35条：火災等による損傷の防止） 

― ― 

別紙 1-1-9 

各条における申請対象設備 

（第 12 条：再処理施設内における溢水による

損傷の防止） 

― ― 

別紙 1-1-10 

各条における申請対象設備 

（第 13 条：再処理施設内における化学薬品の

漏えいによる損傷の防止） 

― ― 

別紙 1-1-11 
各条における申請対象設備 

（第 14条：安全避難通路等） 
― ― 

別紙 1-1-12 

各条における申請対象設備 

（第 15条：安全上重要な施設） 

（第 16条：安全機能を有する施設） 

― ― 

別紙 1-1-13 

各条における申請対象設備 

（第 17条：材料及び構造） 

（第 37条：材料及び構造） 

― ― 

別紙 1-1-14 
各条における申請対象設備 

（第 18条：搬送設備） 
― ― 

別紙 1-1-15 
各条における申請対象設備 

（第 19条：使用済燃料の貯蔵施設等） 
― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1-16 
各条における申請対象設備 

（第 20条：計測制御系統施設） 
― ― 

 

別紙 1-1-17 
各条における申請対象設備 

（第 21条：放射線管理施設） 
― ― 

 

別紙 1-1-18 
各条における申請対象設備 

（第 22条：安全保護回路） 
― ― 

 

別紙 1-1-19 
各条における申請対象設備 

（第 23条：制御室等） 
― ― 

 

別紙 1-1-20 
各条における申請対象設備 

（第 24条：廃棄施設） 
― ― 

 

別紙 1-1-21 
各条における申請対象設備 

（第 25条：保管廃棄施設） 
― ― 

 

別紙 1-1-22 
各条における申請対象設備 

（第 27条：遮蔽） 
― ― 

 

別紙 1-1-23 
各条における申請対象設備 

（第 28条：換気設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-24 
各条における申請対象設備 

（第 29条：保安電源設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-25 

各条における申請対象設備 

（第 30条：緊急時対策所） 

（第 50条：緊急時対策所） 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1-26 
各条における申請対象設備 

（第 31条：通信連絡設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-27 
各条における申請対象設備 

（第 36条：重大事故等対処設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-28 

各条における申請対象設備 

（第 38条：臨界事故の拡大を防止するための

設備） 

― ― 

 

別紙 1-1-29 

各条における申請対象設備 

（第 39条：冷却機能の喪失による蒸発乾固に

対処するための設備） 

― ― 

 

別紙 1-1-30 

各条における申請対象設備 

（第 40条：放射線分解により発生する水素に

よる爆発に対処するための設備） 

― ― 

 

別紙 1-1-31 

各条における申請対象設備 

（第 41条：有機溶媒等による火災又は爆発に

対処するための設備） 

 

― ― 

 

別紙 1-1-32 

各条における申請対象設備 

（第 42条：使用済燃料貯蔵槽の冷却等のため

の設備） 

 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-1-33 

各条における申請対象設備 

（第 44条：工場等外への放射性物質等の放出

を抑制するための設備） 

― ― 

 

別紙 1-1-34 

各条における申請対象設備 

（第 45条：重大事故等への対処に必要となる

水の供給設備） 

― ― 

 

別紙 1-1-35 
各条における申請対象設備 

（第 46条：電源設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-36 
各条における申請対象設備 

（第 47条：計装設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-37 
各条における申請対象設備 

（第 48条：制御室） 
― ― 

 

別紙 1-1-38 
各条における申請対象設備 

（第 49条：監視測定設備） 
― ― 

 

別紙 1-1-39 
各条における申請対象設備 

（第 51条：通信連絡を行うための設備） 
― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備 

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設） 
― ―  

別紙 1-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（溶解施設） 
― ―  

別紙 1-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分離施設） 
― ―  

別紙 1-2-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（精製施設） 
― ―  

別紙 1-2-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（脱硝施設） 
― ―  

別紙 1-2-6 
系統として機能、性能を達成する設備 

（酸及び溶媒の回収施設） 
― ― 

 

別紙 1-2-7 
系統として機能、性能を達成する設備 

（計測制御系統施設） 
― ― 

 

別紙 1-2-8 
系統として機能、性能を達成する設備 

（気体廃棄物の廃棄施設） 
― ― 

 

別紙 1-2-9 
系統として機能、性能を達成する設備 

（液体廃棄物の廃棄施設） 
― ― 

 

別紙 1-2-10 

系統として機能、性能を達成する設備 

（固体廃棄物の廃棄施設） 

 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-2-11 
系統として機能、性能を達成する設備 

（放射線管理施設） 
― ― 

 

別紙 1-2-12 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（電気設

備）） 

― ― 

 

別紙 1-2-13 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（圧縮空気設

備）） 

― ― 

 

別紙 1-2-14 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（給水処理設

備）） 

― ― 

 

別紙 1-2-15 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（水供給設

備）） 

― ― 

 

別紙 1-2-16 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（冷却水設

備）） 

― ― 

 

別紙 1-2-17 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（蒸気供給設

備）） 

 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 1-2-18 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（分析設

備）） 

― ― 

別紙 1-2-19 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（化学薬品貯

蔵供給設備）） 

― ― 

別紙 1-2-20 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（火災防護設

備）） 

― ― 

別紙 1-2-21 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（補機駆動用

燃料補給設備）） 

― ― 

別紙 1-2-22 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（放出抑制設

備）） 

― ― 

別紙 1-2-23 

系統として機能、性能を達成する設備 

（その他再処理設備の附属施設（緊急時対策

所）） 

― ― 

別紙 1-3 単体設備に係る申請対象設備 ― ― 

別紙 1-4 後次回にて詳細化する設備 ― ― 
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共通 09 【申請対象設備の選定】 

別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-1-1 
各条における申請対象設備 

（４条：核燃料物質の臨界防止） 
― ― 

 

別紙 2-1-2 

各条における申請対象設備 

（５条：安全機能を有する施設の地盤） 

（26条：重大事故等対処施設の地盤） 

― ― 

 

別紙 2-1-3 

各条における申請対象設備 

（６条：地震による損傷の防止） 

（27条：地震による損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 2-1-4 

各条における申請対象設備 

（７条：津波による損傷の防止） 

（28条：津波による損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 2-1-5 

各条における申請対象設備 

（８条：外部からの衝撃による損傷の防

止） 

― ― 

 

別紙 2-1-6 

各条における申請対象設備 

（９条：加工施設への人の不法な侵入等

の防止） 

12/16 R０ 

 

別紙 2-1-7 
各条における申請対象設備 

（10条：閉じ込めの機能） 
12/16 R０ 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-1-8 

各条における申請対象設備 

（11条：火災等による損傷の防止） 

（29条：火災等による損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 2-1-9 

各条における申請対象設備 

（12条：加工施設内における溢水による

損傷の防止） 

― ― 

 

別紙 2-1-10 
各条における申請対象設備 

（13条：安全避難通路等） 
12/16 R０ 

 

別紙 2-1-11 
各条における申請対象設備 

（14条：安全機能を有する施設） 
― ― 

 

別紙 2-1-12 

各条における申請対象設備 

（15条：材料及び構造） 

（31条：材料及び構造） 

― ― 

 

別紙 2-1-13 
各条における申請対象設備 

（16条：搬送設備） 
― ― 

 

別紙 2-1-14 
各条における申請対象設備 

（17条：核燃料物質の貯蔵施設） 
― ― 

 

別紙 2-1-15 

各条における申請対象設備 

（18条：警報設備等） 

 

12/16 R０ 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-1-16 

各条における申請対象設備 

（19条：放射線管理施設） 

（37条：監視測定設備） 

― ― 

 

別紙 2-1-17 
各条における申請対象設備 

（20条：廃棄施設） 
12/16 R０ 

 

別紙 2-1-18 
各条における申請対象設備 

（22条：遮蔽） 
― ― 

 

別紙 2-1-19 
各条における申請対象設備 

（23条：換気設備） 
12/16 R０ 

 

別紙 2-1-20 
各条における申請対象設備 

（24条：非常用電源設備） 
― ― 

 

別紙 2-1-21 

各条における申請対象設備 

（25条：通信連絡設備） 

 

― ― 

 

別紙 2-1-22 

各条における申請対象設備 

（30条：重大事故等対処設備） 

 

― ― 

 

別紙 2-1-23 

各条における申請対象設備 

（32条：臨界事故の拡大を防止するため

の設備） 

― ― 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-1-24 

各条における申請対象設備 

（33条：閉じ込める機能の喪失に対処す

るための設備） 

― ― 

 

別紙 2-1-25 

各条における申請対象設備 

（34条：工場等外への放射性物質の拡散

を抑制するための設備） 

― ― 

 

別紙 2-1-26 

各条における申請対象設備 

（35条：重大事故等への対処に必要とな

る水の供給設備） 

― ― 

 

別紙 2-1-27 
各条における申請対象設備 

（36条：電源設備） 
― ― 

 

別紙 2-1-28 
各条における申請対象設備 

（38条：緊急時対策所） 
― ― 

 

別紙 2-1-29 

各条における申請対象設備 

（39条：通信連絡設備） 

 

― ― 

 

別紙 2-2-1 
系統として機能、性能を達成する設備（低レ

ベル廃液処理設備） 
１/11 R１ 

 

別紙 2-2-2 
系統として機能、性能を達成する設備 

（火災防護設備（消火設備）） 
１/13 R０ 

代表設備となる窒素ガス消火装置の結果を

示す。 
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別紙 
備考 

資料 No. 名称 提出日 Rev 

別紙 2  MOX燃料加工施設 

別紙 2-2-3 
系統として機能、性能を達成する設備

（換気設備） 
― ― 

別紙 2-2-4 
系統として機能、性能を達成する設備 

（非常用電源設備） 
― ― 

別紙 2-2-5 
系統として機能、性能を達成する設備 

（分析設備 分析済液処理設備） 
― ― 

別紙 2-3 機器単体として機能、性能を達成する設備 12/16 R０ 

別紙 2-4 後次回にて詳細化する設備 12/16 R０ 
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